
日本生協連が食品安全委員会に提出した意見とその回答 

 
※日本生協連の意見は、前文と参考文献を省略しています。 

日本生協連の意見 食品安全委員会の回答 
１．摂取量推計が過小にならないよう、適

切な推計手法を検討すべきです 

 ステアリン酸マグネシウムを錠菓に使用

するにあたり、評価書案では錠菓の喫食量

が推定されています。推定の根拠とされた

のは平成 24年の国民健康・栄養調査結果に
おけるキャンディー類の喫食量 0.3 g（総数
の平均値）であり、脚注には 1～6歳の平均
値 1.5 gが記載されています。しかし、菓子
のように小児の喫食量が多い場合に総数の

平均値を用いるのは適切とは思えません。

少なくとも1～6歳の平均値を用いた摂取量
推計も行うべきです。一般に、小児の体重

当たり食品摂取量は成人の 2倍程度と考え
られることから、このようなケースでの添

加物の摂取量推計に際しては、小児におけ

る検討も必要と考えます。 
また、錠菓のように嗜好性の強い食品で

は、喫食量に個人差が相当存在することが

予想されます。貴委員会の評価指針では「推

計に当たっては、摂取量の推計値が過小に

ならないよう留意する。原則として、使用

対象食品の一日摂取量に添加物の使用量を

乗じて求める。食品の一日摂取量は、国民

健康・栄養調査の食品群別摂取量又はその

他の資料等により適切に推定する。」とされ

ています。一方、コーデックス、EU、米国
のガイダンス文書のいずれにおいても、摂

取量推計においては食品摂取量の平均値の

みを用いればよいとはされておらず、特に

EUのガイダンス文書では高摂取群を考慮
して95パーセンタイル値の提出を求めてい
ます。今後の課題として、国際機関や諸外

国の状況について調査し、高摂取群の存在

も考慮した適切な推計手法を検討すべきで

あると考えます。 

１及び２について 

 
本委員会としては、錠菓への使用に係る

添加物「ステアリン酸マグネシウム」の摂

取量を推計するにあたり、添加物の使用量

については、添加する量（要請者による）

の最大値である 2.0％を用いて推計しまし
た。また、錠菓の喫食量として用いたキャ

ンディー類の 0.3 gには、錠菓のほか、キャ
ラメル、ゼリーキャンディー、ゼリービー

ンズ等の喫食量も含まれています。 
添加物「ステアリン酸マグネシウム」は

使用基準改正案において、キャンディー類

に分類された菓子類のうち、錠菓について

のみ使用が拡大されることとされており、

キャラメル、ゼリーキャンディー、ゼリー

ビーンズ等には使用できません。 
以上より、錠菓への使用に係る添加物「ス

テアリン酸マグネシウム」の摂取量推計に

ついて妥当であると考えております。 
ご指摘の、推計の精度及び透明性の向上

等については、リスク管理機関と相談の上、

引き続き努力したいと考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



今回のステアリン酸マグネシウムの場

合、錠菓からの摂取量はサプリメントから

の摂取量に比べて少なく、ステアリン酸マ

グネシウムの総摂取量にはそれほど影響し

ないと考えられることから、貴委員会のリ

スク評価の結論に影響するものではありま

せん。しかし、このようなケースばかりで

はありませんので、摂取量推計は小児等の

サブグループや高摂取群の存在も考慮した

ものであるべきと考えます。 
 
２．推計の精度や透明性の向上のために食

品摂取量のデータベースの整備を検討すべ

きです 

多くの場合、食品の一日摂取量の根拠と

して国民健康・栄養調査の結果が用いられ

ていますが、申請者がこれを用いる場合に

は、食品群別の摂取量の平均値しか利用で

きません。 
添加物専門調査会の審議でも、国民健

康・栄養調査の結果を用いる理由として他

に適切な数値がないことや前例を踏襲する

旨が述べられており、専門委員も現状の方

法が必ずしも最善ではないとの認識だと思

います。 
高摂取群における摂取量推計を可能にす

るためには、より詳細で、申請者も利用可

能な食品摂取量のデータベースが必要と考

えます。こうしたデータベースが利用でき

れば、推計の精度や、添加物専門調査会で

の審議の透明性を高めることが可能です。 

 
 

 

 


